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西尾市民病院あり方検討支援業務 

公募型プロポーザル実施要領 

 

 西尾市民病院あり方検討支援業務（以下「本業務」という。）を実施するにあたり、本業務の

目的及び内容を効果的かつ効率的に実現するため、公募型プロポーザル方式（以下「プロポーザ

ル」という。）により提案を募集し、受託者の選定を行う。 

 

１ 目的 

西尾市民病院（以下「当院」という。）は、令和４年度に策定した「西尾市民病院経営強化

プラン」に基づき、現在、各種経営改善に取り組んでいるが、医療を取り巻く状況は厳しく、

当院の経営状況についても苦しい状況が続いている。 

一方で、西尾市の財政状況も年々厳しさを増しており、当院の経営状況により一般会計から

の支出が増大し、市民サービス全体の低下につながる可能性もある。 

 こうした厳しい状況を踏まえ、当院の現行の経営体制や病院としてのあり方を見直すことが

必要であり、そうすることで将来にわたり持続可能な運営体制を築くとともに、市民へ質の高

い医療を安定的に提供し続けることが可能となる。 

 本業務は、その取組を効果的に進めるために、当院を取り巻く内外環境の分析、経営上の課

題整理、今後の方向性検討の支援、並びに「（仮称）西尾市民病院のあり方検討委員会（以下

「検討委員会」という。）」の運営支援等を行うものである。 

 

２ 業務概要 

⑴ 業務名 

   西尾市民病院あり方検討支援業務 

 ⑵ 業務場所 

   愛知県西尾市熊味町上泡原６番地 

   西尾市民病院 

 ⑶ 業務期間 

   契約締結日から令和９年１月３１日まで 

 ⑷ 業務内容 

   別紙「西尾市民病院あり方検討支援業務委託仕様書」（以下「仕様書」という。）のとおり 

 ⑸ 委託料の提案上限額 

   本業務委託に係る提案上限額は、１９，８００，０００円（消費税及び地方消費税の額を

含む）とする。 

 

３ 参加資格要件 

  プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる要件をすべて満たす法人とする。 

 ⑴ 西尾市入札参加資格者名簿（物品等）の大分類「03.役務の提供等」中分類「16.その他の

業務委託等」小分類「99.その他」に公告日時点で登録されていること。 

 ⑵ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当していないこ

と。 

 ⑶ 西尾市競争入札参加停止措置要綱に規定する停止措置を受けていないこと。 

 ⑷ 西尾市が行う調達契約からの暴力団排除に関する要綱に基づく入札参加排除措置を受け

ていないこと。 
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 ⑸ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申し立て又は民事再生

法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申し立てがなされていないこと。 

 ⑹ 破産法（平成１６年法律第７５号）に基づく破産手続開始の申し立てがなされていないこ

と。 

 ⑺ 本店及び支店等が税を滞納していないこと。 

 ⑻ 過去５年間（令和３年度から令和７年度まで）に、公立病院において本業務と類似した支

援業務２件以上の契約履行実績があること。 

 

４ 事業者選定のスケジュール 

内容 提出期限 等 

プロポーザル実施の公告 令和８年４月１４日（火） 

参加資格申請書の提出期限 令和８年４月２８日（火）午後５時まで 

質問書の提出期限 令和８年５月１３日（水）午後５時まで 

参加資格確認通知書の発送 令和８年５月１３日（水） 

質問書に対する回答 令和８年５月１５日（金） 

企画提案書等の提出期限 令和８年５月２７日（水）午後５時まで 

プレゼンテーション及びヒアリング 令和８年６月１０日（水） 

結果通知書の発送 令和８年６月１２日（金） 

契約締結 令和８年６月２４日（水）予定 

 

５ 実施要領に関する説明会 

  事前説明会は開催しない。疑義等がある場合は、質問書を提出すること。 

 

６ 参加資格申請書の提出 

 ⑴ 提出書類・提出部数 

  ア 提出書類 

   (ｱ) 参加資格申請書（様式第１号） 

   (ｲ) 会社概要書（様式第２号） 

     ※パンフレット等があれば添付すること。 

     ※西尾市に本社、支店営業所等を有する場合は、所在地がわかる資料を添付すること。 

   (ｳ) 業務契約履行実績表（様式第３号） 

     ※過去５年間に元請として契約履行した本業務と類似した業務に関する実績につい

て、必要事項を記載すること。 

  イ 提出部数 

    各１部 

⑵ 提出期限 

   令和８年４月２８日（火）午後５時まで 

 ⑶ 提出先 

   「１６ 担当部署」と同じ 

⑷ 提出方法 

  ア 持参の場合は、土曜日・日曜日・祝日を除いた午前８時３０分から午後５時までの間に
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担当部署へ提出すること。 

  イ 郵送の場合は、担当部署あてに書留又は簡易書留等の配達記録の残る方法で郵送し、提

出期限までに必着とする。なお、発送後、担当部署へ電話で到着確認をすること。 

 ⑸ 参加資格確認通知書の発送 

   参加資格申請書を提出した事業者について、参加資格要件を有する者であるかを確認し、

令和８年５月１３日（水）までに参加資格確認通知書（様式第４号）を発送する。 

 

７ 質問の受付・回答 

  企画提案書等の作成に係る質問の受付及び回答は、次のとおりとする。 

 ⑴ 質問の受付期限 

   令和８年５月１３日（水）午後５時まで 

 ⑵ 質問方法 

   電子メールで質問書（様式第５号）を「siminbyouin@city.nishio.lg.jp」まで送信し、

送信後は土曜日・日曜日・祝日を除いた午前８時３０分から午後５時までの間に、電話で受

信確認をすること。 

   電子メールの件名は、「西尾市民病院あり方検討支援業務に関する質問【事業者名】」と

すること。 

 ⑶ 質問に対する回答 

   質問に対する回答は、令和８年５月１５日（金）までに西尾市ホームページで公表する。

また、参加資格確認により参加資格を有すると認められた事業者（以下「参加事業者」とい

う。）全てに電子メールで回答する。 

 ⑷ その他 

  ア 電話、窓口、郵送及びＦＡＸによる質問には応じない。 

  イ 審査に関する質問及び回答に対する再質問は受け付けない。 

  ウ 質問に対する回答内容は、本要領及び仕様書の追加又は修正として取り扱うものとする。 

 

８ 企画提案書の提出 

  参加事業者は、次のとおり企画提案書等を作成のうえ、提出期限までに提出すること。 

 ⑴ 提出書類 

  ア 企画提案書（様式第６号）※表紙部 

  イ 会社概要書（様式第２号）※パンフレット等があれば添付すること 

  ウ 業務契約履行実績関係書類 

   (ｱ) 業務契約履行実績表（様式第３号）※最大６件まで提出可 

   (ｲ) 業務契約履行実績に関する証明（契約書の写しや制作物の写し等） 

  エ 企画提案書（任意様式） 

    企画提案書の様式は任意とするが、本要領及び仕様書に基づき、当院を取り巻く医療環

境の変化や経営改善策等に関して、次の区分の順に従い記載参考事項及び評価基準などを

参考にして、考え方や提案を記載すること。 
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企

画

提

案

書 

No 区分 記載参考事項 

１ 現状の調査・分析等

に関すること 

調査について、的確に把握・分析できる内容・実施方

法となっているか。 

２ 課題解決のための方

策の提案に関するこ

と 

当院の厳しい経営状況を踏まえ、今後の経営改善に向

けて取り組む考え方や視点が本業務にふさわしいもの

になっているか。 

３ 経営形態の変更に関

すること 

経営形態の検討について十分な知識をもっているか。 

当院の状況を鑑み、的確な指針を示すことができると

判断できるか。 

４ 検討委員会の運営支

援に関すること 

検討委員会の運営について、円滑なものとなるように

支援、計画をすることができているか。 

 

５ 業務実施体制及び作

業工程 

業務を確実に実行するための人員体制や役割が明確に

示されているか。 

作業工程は適切に実施できるものとなっているか。 

６ 実績 過去に類似業務の契約履行実績があり、円滑な業務遂

行が可能と判断できるか。 

７ 見積金額の妥当性 提案内容に対して、見積金額は適正か。 

８ その他 その他、今回の業務を行うにあたり有用な提案があ

れば、記載すること。（特になければ省略しても差

し支えない。） 

 

  オ 提案見積書及び見積内訳書（任意様式） 

   (ｱ) 提案見積書に記載する金額は、企画提案書に記載する内容に対して必要な費用をすべ

て含めること。 

   (ｲ) 見積内訳書は、本業務に要する経費について、仕様書による各業務及び提案内容に基

づき、適正に積算すること。なお、積算にあたっては、提案項目ごとの直接経費、提案

項目に共通して生じる経費及び消費税等を記載し、各積算項目の内訳についても記載す

ること。 

 ⑵ 提出部数 

   正本各１部、副本各１１部 

⑶ 提出期限 

   令和８年５月２７日（水）午後５時必着 

 ⑷ 提出先 

   「１６ 担当部署」と同じ 

 ⑸ 提出方法 

  ア 持参の場合は、土曜日・日曜日・祝日を除いた午前８時３０分から午後５時までの間に

担当部署へ提出すること。 

  イ 郵送の場合は、担当部署あてに書留又は簡易書留等の配達記録が残る方法で郵送し、提
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出期限までに必着とする。なお、発送後、担当部署へ電話で到着確認をすること。 

  ウ 提出期限後の書類の再提出、差し替え、追加提出等は原則認めない。ただし、企画提案

書等の内容を確認するため、当院から追加資料を求めた場合はこの限りではない。 

 ⑹ 企画提案書等の作成上の留意事項 

  ア 企画提案書等はＡ４縦長ファイル１冊にまとめて提出すること。 

  イ ファイルの表紙及び背表紙には、「西尾市民病院あり方検討支援業務委託企画提案書」

とタイトルを記載し、正本・副本の別を表示すること。 

  ウ 各提出書類の間には、仕切りやインデックス等を挟み、ページ番号を付与し、表紙、目

次を付けること。 

  エ 原則、全ての書類はＡ４判（Ａ３判折り込み可）とし、左綴じが可能な形で作成するこ

と。 

 

９ 提出された企画提案書等の取扱い 

⑴ 企画提案書に記載された提案内容は、当該企画提案書の提案者の許可なく使用しない。た

だし、西尾市が本案件のプロポーザルに関する報告、公表等のために必要な場合は、提案者

の承諾を得ずに使用できるものとする。 

⑵ 本案件に係る情報公開請求があった場合は、西尾市情報公開条例（平成１３年西尾市条例

第２０号）に基づき、提出書類を公開する場合があるものとする。 

⑶ 提出された企画提案書等は、本プロポーザルにおける受託候補者の特定以外の目的では使

用しない。 

⑷ 提出された企画提案書等は返却しない。 

⑸ 企画提案書等に含まれる著作権・特許権など日本国の法令に基づいて保護される第三者の

権利の対象となっているものを使用した結果、生じた責任は提案者が負う。 

⑹ 企画提案書等の著作権は、その企画提案書等を作成した者に帰属するものとするが、契約

の相手方となった者の企画提案書等については、西尾市が業務に必要な範囲内で無償で使用

できるものとする。 

 

１０ 審査の手続き及び受託候補者の特定 

提出された企画提案書等について、西尾市が選任する者をもって設置した「西尾市民病院 

あり方支援業務委託業者選定委員会（以下「選定委員会」という。）」において下記のように審

査を実施し、最も優れている提案者を受託候補者として特定し、契約締結に向けた手続を行う。 

なお、提案者が５者を超えた場合は、選定委員会において書面審査を実施し、書面審査通過

者に対してプレゼンテーション及びヒアリングを行うものとする。また、企画提案書を提出さ

れた全ての参加事業者へ令和８年５月２９日（金）までに、本審査参加審査結果通知書（様式

第７号）を発送する。 

 

 ⑴ 選定方法 

ア 各選定委員が評価した評価点の合計が高い者から順位をつけ、第１位と採点した委員を

最も多く獲得した者を受託候補者、２番目に多く第１位を獲得した事業者を次点者とする。 

イ 第１位と採点した委員が同数である場合は、その者のうち第２位をより多く獲得したも

のを受託候補者とする。ただし、第１位の数及び第２位の数が同数であった場合は、各選

定委員の評価点の合計を集計した点数が高い者を受託候補者とする。 

ウ １位及び第２位の数が同数並びに各選定委員の評価点の合計が同点である場合は、見積
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額の低い者を上位とする。ただし、見積額も同一の場合は、選定委員会の採決により選定

する。 

 ⑵ 提案者が１者のみの場合の取り扱い 

   提案者が１者のみの場合であってもプレゼンテーション及びヒアリングを行うものとし、

審査の結果、あらかじめ定めた最低基準点を満たしている場合には、その提案者を契約候補

者として選定する。 

⑶ 最低基準点に満たない場合の取り扱い 

各選定委員の平均評価点が選定委員会で定めた最低基準点に満たない場合は、受託候補者

及び次点者に選定しない。 

 ⑷ 評価基準 

   別紙「西尾市民病院 あり方検討支援業務プロポーザル評価基準」による。 

 

１１ プレゼンテーション及びヒアリング 

  企画提案書等が提出された後、選定委員会は、参加事業者ごとにプレゼンテーション及びヒ

アリングを実施する。 

⑴ 日時 

   令和８年６月１０日（水） 

   ※集合時刻、集合場所等は、参加事業者ごとに電子メールで通知する。 

 ⑵ 場所 

   西尾市民病院 講堂Ｃ（管理棟２階） 

 ⑶ 実施方法 

   企画提案書等の内容について２０分以内で説明、その後１０分程度ヒアリングを行う。 

⑷ 参加人数 

   企画提案書等の内容を熟知している者で、実際に業務に関わる者を含め３名以内とする。 

 ⑸ プロジェクターの使用 

   プロジェクターの使用を希望する場合は、企画提案書等の提出時に申し出ること。 

 ⑹ その他 

 ア プレゼンテーションは、提出された企画提案書等に基づいて行うものとし、追加資料は

認めない。ただし、説明用資料として、提出書類の一部を要約したものは使用することが

できる。 

イ プレゼンテーションは、非公開とする。 

 

１２ 審査結果の通知 

⑴ 審査結果の通知 

令和８年６月１２日（金）までに全ての参加事業者へ結果通知書（様式第８号）を発送す

る。また、受託候補者名、提案者数について西尾市ホームページで公表する。 

 ⑵ その他 

  ア 審査結果に関する問い合わせには、一切応じないものとする。 

  イ 審査結果についての異議申し立てはできないものとする。 

 

１３ 参加者の失格 

  参加事業者が、次の事項に該当すると西尾市が判断した場合は失格とする。ただし、西尾市

がやむを得ない事情があると認めた場合は、この限りではない。 



7 

 

 ⑴ 参加資格要件がないと認められた場合 

 ⑵ 提出書類に虚偽の記載をした場合 

 ⑶ 指定した提出期限までに提出書類を提出しなかった場合 

 ⑷ 提案上限額を超える金額の見積書を提出した場合 

 ⑸ その他本要領を遵守しない場合 

 

１４ 契約手続き等 

 ⑴ 契約候補者は当院と本業務委託について契約に必要な事項を協議した後、当院が作成した

契約書によって契約を締結するものとする。 

 ⑵ 契約内容については、企画提案書等の内容を踏まえて契約候補者との協議を経て決定する

ものとするが、企画提案書等の内容に限定されることなく、変更できるものとする。 

 ⑶ 契約候補者との協議の過程において、次に掲げる事態が生じたときは、契約候補者の選定

時に契約候補者の次に順位の高い者と契約交渉を行うものとする。 

  ア 受託候補者が契約の締結を辞退したとき 

  イ 契約締結時までに本要領１３の参加者の失格の要件に該当していることが判明したと

き 

  ウ 契約に向けて必要な協議が不調に終わったとき 

  エ その他やむを得ない事情で契約に至らなかったとき 

 ⑷ 契約金額は、企画提案書等に記載された見積金額がそのまま採用されるのではなく、受託

候補者との協議により本業務の仕様書を確定した後に決定するものとする。 

 ⑸ 契約保証金は、西尾市契約規則（昭和３９年西尾市規則第２９号）第２９条の規定により

契約金額の１００分の１０以上を納付することとする。ただし、同規則第３１条各号のいず

れかに該当する場合は免除する。 

 

１５ その他 

 ⑴ 参加資格申請書の提出後又は企画提案書等の提出後、都合により参加を辞退する場合は、

参加辞退届（任意様式）を提出すること。 

 ⑵ 提出書類の作成及び提出、プレゼンテーションへの参加等に係る一切の費用は事業者が負

担するものとする。 

⑶ 電子メール等の通信事故について、西尾市は一切の責任を負わないものとする。 

⑷ 本要領１２の結果通知をした日から契約締結の日までの期間において、受託候補者となっ

た者が「西尾市が行う事務、又は事業からの暴力団排除に関する合意書」に基づく排除措置

を受けた場合は、原則として契約を締結しないものとする。なお、この場合、西尾市は一切

の損害賠償の責を負わない。 

⑸ 契約の履行にあたり、妨害、又は不当要求を受けた場合は、警察へ被害届を提出すること。

これを怠った場合は、契約を締結しない措置を講じることがある。 

⑹ 本プロポーザルの手続きにおいて使用する言語は日本語、通貨は日本円、単位は日本の標

準時及び計量法（平成４年法律第５１号）によるものとする。 

⑺ 参加資格申請書の提出以降、事務局以外に本業務に関する質疑等はしないこと。 

 ⑻ 本要領に定めのない事項については、地方自治法、同法施行令及びその他関係法令並びに

西尾市が制定する関係条例、規則等に従うものとする。 
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１６ 担当部署（書類の提出先及び問い合わせ先） 

  〒４４５－８５１０ 

  愛知県西尾市熊味町上泡原６番地 

  西尾市民病院 事務部管理課経営企画担当 

  電話：０５６３－５６－３１７１（代表） 

  電子メールアドレス：siminbyouin@city.nishio.lg.jp 

 


